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国　税／ 4月分源泉所得税の納付 5月10日
国　税／ 3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 5月31日
国　税／ 9月決算法人の中間申告 5月31日
国　税／ 6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 5月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合） 5月31日
国　税／ 確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付 5月31日
国　税／ 特別農業所得者の承認申請 5月16日

地方税／ 自動車税・鉱区税の納付 
 都道府県の条例で定める日

5 2016（平成28年）

相撲の懸賞金　大相撲の本場所は年６場所奇数月に開催され、５月に東京の国技館で行
われるのが５月場所（いわゆる夏場所）です。相撲の好取組に出される懸賞金は、税込
１本62,000円（勝ち力士の獲得金額56,700円、日本相撲協会の手数料5,300円）となってお
り、力士が受け取る懸賞金は事業所得として課税されます。
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5月号─2

　
在
庫
が
必
要
な
企
業
に
と
っ
て
在

庫
が
な
い
と
、
お
客
様
に
商
品
を
売

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
在
庫
が

多
す
ぎ
る
と
、
資
金
繰
り
を
圧
迫
し

て
し
ま
い
ま
す
。

　
経
営
者
に
と
っ
て
在
庫
は
悩
ま
し

い
魔
物
で
す
。
赤
字
が
慢
性
的
に
続

け
ば
、
会
社
は
も
ち
ろ
ん
倒
産
す
る

可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
が
、
利
益

が
出
て
い
た
と
し
て
も
在
庫
が
過
多

に
な
り
資
金
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
）
が
無

く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
倒
産
す
る
可

能
性
は
高
く
な
り
ま
す
。

　
在
庫
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ

り
ま
す
。
製
造
業
で
は
「
部
品
」
や

「
原
材
料
」
の
在
庫
、
工
程
の
途
中

に
あ
る
「
半
製
品
」
や
「
仕
掛
品
」

の
在
庫
、
完
成
し
た
「
完
成
品
」
の

在
庫
、
小
売
業
で
は
「
商
品
」
の
在

庫
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
在
庫
も
資
金

を
圧
迫
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

在
庫
が
増
え
る
と
そ
の
分
ス
ペ
ー
ス

が
必
要
に
も
な
り
ま
す
し
、
そ
れ
に

伴
う
管
理
経
費
も
増
え
ま
す
。

　
借
入
等
に
依
存
し
て
い
る
と
金
利

負
担
も
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
不
良

資
産
で
抱
え
る
可
能
性
も
高
く
な
り

ま
す
。
一
般
的
に
、
在
庫
を
保
有
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
か
か
る
管
理
費
は

少
な
く
て
も
年
間
の
在
庫
金
額
の
五

％
、
多
い
場
合
に
は
二
五
％
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

１
　
在
庫
管
理

　
在
庫
を
減
ら
す
た
め
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
に

は
適
正
在
庫
を
知
り
在
庫
管
理
や
発

注
管
理
を
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

⑴

　適
正
在
庫
を
知
る

　
自
社
の
適
正
在
庫
を
ご
存
知
で
し

ょ
う
か
？

　
適
正
在
庫
と
は
、
在
庫
コ
ス
ト
を

最
小
限
に
抑
え
、
か
つ
、
効
率
よ
く

売
上
に
結
び
つ
い
て
い
る
在
庫
量
お

よ
び
金
額
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
適
正
在
庫
量
は
簡
便
的
に
は
次
の

算
式
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
適
正
在
庫
＝
年
間
販
売
高
÷
年
間

商
品
回
転
率

　
た
だ
し
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
目
安

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
実
際
に
は
、
季
節

商
品
や
時
間
的
な
要
因
、
安
全
在
庫

と
い
っ
た
点
を
考
慮
し
て
、
各
部
署

が
分
析
し
決
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
自
社
に
合
っ
た
適
性
在
庫
を

量
と
金
額
の
両
方
の
観
点
か
ら
判
断

し
て
く
だ
さ
い
。

⑵

　在
庫
管
理
を
す
る

　
一
口
に
在
庫
管
理
と
い
っ
て
も
、

次
に
掲
げ
る
「
在
庫
管
理
」
が
自
社

で
で
き
て
い
る
か
、
す
ぐ
に
チ
ェ
ッ

ク
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
も
し
、一
つ
で
も
欠
け
て
い
た
ら
、

要
注
意
！
即
座
に
実
行
に
移
し
ま
し

ょ
う
。
そ
れ
だ
け
で
無
駄
な
在
庫
が

減
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

①
　
棚
卸
し
は
毎
月
行
う

　
　
実
地
棚
卸
し
は
毎
月
行
う
よ
う

に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、

業
種
に
よ
っ
て
は
毎
月
実
施
す
る

の
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
で
し
ょ

う
。

　
　
そ
の
場
合
は
、
最
低
で
も
四
半

期
に
一
度
は
実
地
棚
卸
し
を
行
い
、

毎
月
の
入
出
庫
管
理
表
の
記
入
を

徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
基
本
で
す
。

そ
し
て
、
実
地
棚
卸
し
に
よ
る
実

際
の
在
庫
数
量
と
、
帳
簿
上
の
数

量
を
突
合
し
、
差
異
が
あ
れ
ば
原

因
を
す
ぐ
に
究
明
し
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
、
商
品
や
材
料
な
ど
の
横

流
し
の
誘
発
防
止
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。

②
　
棚
卸
し
は
、
数
だ
け
で
な
く
質

も
確
認

　
　
棚
卸
し
を
行
う
際
、「
数
だ
け

を
数
え
て
終
わ
り
」
と
い
う
場
合

が
多
い
で
す
が
、
実
際
に
は
、
Ａ

Ｂ
Ｃ
分
析
を
行
う
な
ど
、
質
の
確

認
も
行
う
必
要
性
が
あ
り
ま
す
。

　
　
Ａ
Ｂ
Ｃ
分
析
と
は
、
管
理
し
よ

う
と
す
る
対
象
を
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の

３
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

～「在庫」について～



3─5月号

の
特
性
に
対
応
し
た
管
理
方
式
を

重
点
的
に
実
施
す
る
た
め
に
行
う

分
析
を
い
い
ま
す
。

　
　
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
、
品
目
は
少
な

い
が
金
額
が
大
き
い
た
め
入
念
に

個
別
的
に
管
理
す
る
必
要
が
あ
り
、

こ
れ
と
対
照
的
に
、
Ｃ
グ
ル
ー
プ

は
、
品
目
は
多
い
が
金
額
が
少
な

い
た
め
定
型
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
主

と
し
、
例
外
的
事
態
だ
け
を
管
理

す
る
よ
う
に
し
ま
す
。
Ｂ
グ
ル
ー

プ
は
こ
れ
ら
の
中
間
的
な
管
理
を

す
る
も
の
で
す
。

　
　
こ
の
方
法
に
し
た
が
え
ば
、
Ａ

グ
ル
ー
プ
の
集
中
管
理
が
望
ま
し

く
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
管
理
努
力

を
払
う
こ
と
な
く
効
果
が
あ
ら
わ

れ
ま
す
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
在
庫
が
増
え
る
大

き
な
要
因
は
何
で
し
ょ
う
か
？「
い

つ
か
は
売
れ
る
、
あ
る
い
は
低
い

値
段
で
売
る
の
は
損
」
と
甘
い
期

待
を
し
て
販
売
価
格
を
下
げ
ら
れ

な
い
場
合
、
不
要
な
も
の
（「
季

節
は
ず
れ
商
品
」「
競
争
力
の
な

い
旧
商
品
」
な
ど
）
を
捨
て
ら
れ

な
い
場
合
な
ど
で
す
。

　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
価

値
の
な
い
不
良
在
庫
が
ど
ん
ど
ん

計
上
さ
れ
、
管
理
経
費
も
膨
れ
上

が
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
事
態

に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
会
社
全

体
で
明
確
に
基
準
を
設
定
し
ま
し

ょ
う
。

　
　
た
と
え
ば
、「
＊
＊
ヶ
月
以
上

発
注
が
無
い
商
品
に
つ
い
て
は
＊

＊
％
掛
け
で
販
売
す
る
。」「
＊
＊

年
以
上
発
注
が
な
い
商
品
に
つ
い

て
は
廃
棄
す
る
。」
な
ど
で
す
。

そ
の
基
準
に
よ
っ
て
在
庫
管
理
担

当
者
も
棚
卸
し
分
析
を
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　
　
一
見
、
損
を
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
が
、
原
価
割
れ
で
も

固
定
化
し
て
い
る
資
産
が
キ
ャ
ッ

シ
ュ
に
代
わ
っ
た
り
、
利
益
の
出

て
い
る
会
社
で
あ
れ
ば
損
失
が
出

た
分
の
税
負
担
も
減
り
ま
す
。

　
　
ま
た
、
管
理
コ
ス
ト
も
減
少
す

る
た
め
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の

観
点
か
ら
は
、
プ
ラ
ス
に
大
き
く

作
用
す
る
の
で
す
。
小
売
業
の
場

合
に
は
、
バ
ー
ゲ
ン
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
「
集
客
の
材
料
に
で
き

る
」
と
い
う
効
果
を
得
る
こ
と
も

可
能
と
な
り
ま
す
。

③
　
整
理
整
頓
を
行
う

　
　
在
庫
を
保
管
し
て
い
る
倉
庫
な

ど
は
常
に
整
理
整
頓
し
ま
し
ょ
う
。

何
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
一
目
瞭
然

に
整
理
さ
れ
て
い
れ
ば
、
在
庫
が

ま
だ
あ
る
の
に
発
注
し
て
し
ま
う

な
ど
の
ロ
ス
を
抑
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

２
　
発
注
管
理

　
次
に
、
発
注
方
式
を
工
夫
し
て
在

庫
を
減
ら
す
方
法
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
発
注
方
法
を
、
対
象
と
な
る
商

品
ご
と
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
在
庫

を
減
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

発
注
方
式
の
内
容
と
特
徴
は
次
の
と

お
り
で
す
。

⑴

　定
量
発
注
方
式

　
売
れ
筋
商
品
な
ど
の
出
入
り
の
激

し
い
商
品
に
適
し
て
い
ま
す
。

　
在
庫
量
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
あ
る
在

庫
量
（
発
注
在
庫
量
）
を
下
回
っ
た

時
に
、
あ
る
一
定
量
の
発
注
を
か
け

る
方
式
で
す
。

⑵

　定
期
発
注
方
式

　
在
庫
管
理
上
あ
ま
り
手
間
が
か
か

ら
な
い
こ
と
か
ら
在
庫
コ
ス
ト
を
抑

え
ら
れ
る
た
め
、
量
の
あ
ま
り
出
な

い
買
い
回
り
商
品
に
適
し
て
い
ま
す
。

　
補
充
的
に
毎
月
一
日
に
な
っ
た
ら

発
注
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
発
注
間

隔
を
一
定
に
し
て
発
注
す
る
方
式
で

す
。
出
荷
量
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
り
ま

す
の
で
、
毎
回
の
発
注
量
は
発
注
の

都
度
、
予
測
を
し
て
決
め
ま
す
。

⑶

　都
度
発
注
方
式

　
高
額
商
品
な
ど
売
れ
行
き
の
読
み

に
く
い
、
余
剰
在
庫
を
持
ち
た
く
な

い
商
品
に
適
し
て
い
ま
す
。

　
必
要
な
都
度
、
必
要
な
量
を
発
注

す
る
方
式
で
す
。

◇

　
　◇

　
　◇

　
　◇

　
営
業
に
比
べ
、
在
庫
管
理
や
発
注

管
理
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
す
。

　
し
か
し
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の

観
点
か
ら
、
ま
た
、
本
当
の
意
味
で

利
益
を
出
す
た
め
に
は
非
常
に
重
要

な
こ
と
で
あ
り
、
会
社
全
体
が
理
解

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
高
価
な
発
注
シ
ス
テ
ム
や
在
庫
管

理
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
前
に
、
自

社
の
販
売
状
況
等
を
社
員
全
員
が
理

解
し
、
上
記
の
よ
う
な
当
た
り
前
の

こ
と
か
ら
ま
ず
は
実
践
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？



5月号─4

　
不
動
産
の
取
得
に
当
た
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
税
金
が
か
か
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
一
般
に
関
心
の
高
い
と
こ

ろ
で
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
不
動
産

取
得
で
の
知
っ
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン

ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

Ⅰ

　相
続
税

　
不
動
産
を
相
続
に
よ
り
取
得
し
た

場
合
に
は
、
遺
産
総
額
が
遺
産
に
係

る
基
礎
控
除
（
三
、〇
〇
〇
万
円
＋

六
〇
〇
万
円
×
法
定
相
続
人
）
を
超

え
な
け
れ
ば
、
相
続
税
は
か
か
り
ま

せ
ん
が
、
超
え
る
場
合
に
は
、
図
表

１
に
よ
る
相
続
税
が
か
か
っ
て
き
ま

す
。

Ⅱ

　贈
与
税

　
不
動
産
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た

場
合
に
は
、
暦
年
一
一
〇
万
円
の
基

礎
控
除
を
超
え
る
と
、
原
則
と
し
て

図
表
２
に
よ
る
贈
与
税
が
か
か
り
ま

す
。

　
な
お
、
不
動
産
の
取
得
に
関
す
る

贈
与
税
の
特
例
と
し
て
、
次
の
も
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
暦
年
一
一
〇

万
円
の
基
礎
控
除
と
併
せ
て
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
　
配
偶
者
控
除
の
特
例
…
結
婚
二
〇

年
以
上
の
夫
婦
間
で
二
、〇
〇
〇

万
円
ま
で
の
居
住
用
財
産
が
非
課

税

②
　
住
宅
取
得
等
資
金
贈
与
の
特
例

…
時
期
に
よ
り
最
大
三
、〇
〇
〇
万

円
が
非
課
税

Ⅲ

　消
費
税

　
消
費
税
は
、
譲
渡
者
が
納
税
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
価
格
へ

の
転
嫁
に
よ
り
負
担
す
る
の
は
取
得

者
で
す
。
住
宅
の
場
合
、
建
物
は
課

税
対
象
で
あ
る
の
に
土
地
は
非
課
税

と
い
う
よ
う
に
交
錯
し
て
い
ま
す
。

不
動
産
の

　
取
得
と
税
金

（図表１）　◎相続税の速算表
法定相続分に応ずる各人の取得金額 税率 控除額

1,000万円以下 10% ―

1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円

3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円

5,000万円超 １億円以下 30% 700万円

１億円超 ２億円以下 40% 1,700万円

２億円超 ３億円以下 45% 2,700万円

３億円超 ６億円以下 50% 4,200万円

６億円超 55% 7,200万円

（図表２）　◎贈与税の速算表
① 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合（特例税率）

基礎控除後の課税価格 税率 控除額

200万円以下 10% ―

200万円超 400万円以下 15% 10万円

400万円超 600万円以下 20% 30万円

600万円超 1,000万円以下 30% 90万円

1,000万円超 1,500万円以下 40% 190万円

1,500万円超 3,000万円以下 45% 265万円

3,000万円超 4,500万円以下 50% 415万円

4,500万円超 55% 640万円

② ①以外の贈与の税率（一般税率）
基礎控除後の課税価格 税率 控除額

200万円以下 10% ―

200万円超 300万円以下 15% 10万円

300万円超 400万円以下 20% 25万円

400万円超 600万円以下 30% 65万円

600万円超 1,000万円以下 40% 125万円

1,000万円超 1,500万円以下 45% 175万円

1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円

3,000万円超 55% 400万円
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Ⅳ

　印
紙
税

　
不
動
産
の
取
得
に
伴
う
契
約
書
に

貼
付
す
る
印
紙
税
は
、
図
表
３
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ⅴ

　登
録
免
許
税

　
不
動
産
の
権
利
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
登
記
の
申
請
を
行
う
と
登
録

免
許
税
が
か
か
り
ま
す
。
税
額
は
、

取
得
し
た
不
動
産
の
固
定
資
産
税
評

価
額
に
図
表
４
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ

た
金
額
で
、
一
定
の
住
宅
用
家
屋
に

つ
い
て
は
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

泫
建
物
の
所
有
権
登
記
名
義
人
が
共

有
の
場
合
に
は
、
そ
の
家
屋
に
居

住
す
る
者
の
持
分
に
つ
い
て
の
み

軽
減
さ
れ
ま
す
。

★
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
住
宅
★

⑴

　新
築
住
宅
の
場
合

①
　
取
得
者
が
個
人
で
あ
る
こ
と

②
　
登
記
名
義
人
が
自
己
の
居
住
用

に
供
す
る
こ
と

③
　
家
屋
の
床
面
積
（
登
記
面
積
）

が
五
〇
㎡
以
上
で
あ
る
こ
と

④
　
取
得
又
は
新
築
後
一
年
以
内
に

登
記
を
完
了
す
る
こ
と

⑤
　
事
務
所
や
店
舗
な
ど
と
の
併
用

住
宅
の
場
合
、
延
べ
面
積
の
九
〇

％
以
上
が
居
住
部
分
で
あ
る
こ
と

⑵

　中
古
住
宅
の
場
合

　
前
記
①
か
ら
④
の
要
件
の
ほ
か
、

家
屋
の
取
得
の
日
以
前
二
〇
年
以
内

（
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
耐
火
建
築
物
に
つ

い
て
は
二
五
年
以
内
）
に
建
築
さ
れ

た
も
の
又
は
一
定
の
耐
震
証
明
の
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

Ⅵ

　不
動
産
取
得
税

　
ポ
イ
ン
ト
は
、
図
表
５
の
通
り
で

す
。

（図表３）　印紙税の税額（平成30年3月31日までの税額表）
契約金額 不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書

1万円未満 非課税

1万円以上 50万円以下 200円

50万円超 100万円以下 500円
200円

100万円超 200万円以下

1,000円200万円超 300万円以下 500円

300万円超 500万円以下 1,000円

500万円超 1,000万円以下 5,000円

1,000万円超 5,000万円以下 1万円

5,000万円超 1億円以下 ３万円

1億円超 ５億円以下 ６万円

５億円超 10億円以下 16万円

10億円超 50億円以下 32万円

50億円超 48万円

契約金額の記載のないもの 200円

（図表４）　登録免許税の税率

土地・建物の登録免許税 一定の住宅用家屋
の軽減税率

所有権の
移転登記

売買 2%
（土地は1.5％） 0.30%

贈与 2% なし

相続 0.40% なし

所有権の保存登記 0.40% 0.15%

抵当権の設定登記（債権金額に対し） 0.40% 0.10%

（図表５）　不動産取得税の概要
◎課税主体……都道府県
◎課税客体……不動産の取得
◎納税義務者…不動産の取得者

免税点 土地　10万円
家屋　建築分23万円、その他取得12万円

課税標準 価格
（固定資産課税台帳に登録された固定資産の評価額）

税率 ・住宅及び土地　　３％（平成30年3月末まで）
・住宅以外の家屋　４％

住宅・
住宅用地の特例

住　　宅
●課税標準の特例措置
新築住宅→1,200万円を控除
中古住宅→住宅の新築時期により 
　最高1,200万円まで控除

住宅用地

●税額の減額措置（新築・中古とも）
150万円又は床面積の2倍の面積
（200㎡を限度）に相当する土地の
価格のいずれか大きい額に税率を
乗じて得た額を減額

住宅用地・
商業地等の特例

●課税標準の特例措置
住宅用土地・商業地等の取得に係る課税標準としての
価格を、評価額の１／２に圧縮（平成30年3月末まで）

税額＝ 固定資産税評価額
（地価公示×70％）×１／２×税率
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青
少
年
の
雇
用
の
促
進
な
ど
を
図

る
た
め
、「
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
」（
若
者
雇
用
促
進
法
）

が
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に

順
次
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
同
法
に
よ
り
、「
適
切
な
職
業
選

択
の
た
め
の
取
組
」
と
し
て
定
め
ら

れ
た
も
の
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

一

　情
報
提
供

【
平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
施
行
】

　
新
卒
者
の
募
集
を
行
う
企
業
に
対

し
、
企
業
規
模
を
問
わ
ず
、
幅
広
い

情
報
提
供
を
す
る
こ
と
を
努
力
義
務

と
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
応
募
者
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

等
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
は
、

次
の
①
の
ア
〜
ウ
の
三
類
型
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
一
つ
以
上
の
情
報
を
提

供
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し

た
。

①

　情
報
提
供
項
目

ア
　
募
集
・
採
用
に
関
す
る
状
況

　
・
過
去
三
年
間
の
新
卒
採
用
者

数
、
離
職
者
数

　
・
過
去
三
年
間
の
新
卒
採
用
者
数

の
男
女
別
人
数

　
・
平
均
勤
続
年
数

イ
　
職
業
能
力
の
開
発
・
向
上
に
関

す
る
状
況

　
・
研
修
の
有
無
及
び
内
容

　
・
自
己
啓
発
支
援
の
有
無
及
び
内

容

　
・
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

制
度
の
有
無
及
び
内
容

　
・
社
内
検
定
等
の
制
度
の
有
無
及

び
内
容

ウ
　
労
働
時
間
な
ど
に
関
す
る
状
況

　
・
前
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働

時
間
の
実
績

　
・
前
年
度
の
有
給
休
暇
の
平
均
取

得
日
数

　
・
前
年
度
の
育
児
休
業
取
得
対
象

者
数
・
取
得
者
数
（
男
女
別
）

　
・
役
員
に
占
め
る
女
性
の
割
合
及

び
管
理
的
地
位
に
あ
る
者
に
占

め
る
女
性
の
割
合

②

　情
報
提
供
の
方
法

　
次
の
方
法
に
よ
り
情
報
提
供
を
行

い
ま
す
。

ア
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
公
表
、
会

社
説
明
会
で
の
提
供
、
求
人
票
へ

の
記
載
な
ど
に
よ
る
、
自
主
的
・

積
極
的
な
情
報
提
供

イ
　
応
募
者
等
か
ら
個
別
の
求
め
が

あ
っ
た
場
合
は
、
メ
ー
ル
ま
た
は

書
面
に
よ
る
情
報
提
供

③

　情
報
提
供
を
行
う
と
き

　
応
募
者
等
か
ら
、
メ
ー
ル
ま
た
は

書
面
等
に
よ
り
次
の
事
項
が
伝
え
ら

れ
た
と
き
に
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

ア
　
氏
名

イ
　
連
絡
先
（
住
所
ま
た
は
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
）

ウ
　
所
属
学
校
名
、
在
学
年
ま
た
は

卒
業
年
月

エ
　
情
報
提
供
を
希
望
す
る
旨

※
　
説
明
会
や
面
接
等
の
ほ
か
、
事

前
に
企
業
へ
提
出
し
て
い
る
履
歴

書
等
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、

口
頭
（
電
話
も
含
む
）
に
よ
り
情

報
提
供
の
求
め
を
行
う
こ
と
も
で

き
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
企
業
か

ら
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
も
口
頭

に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④

　不
利
益
取
扱
の
禁
止

　
情
報
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い（
例

え
ば
、
情
報
提
供
を
求
め
た
者
に
対

し
て
の
み
、
説
明
会
等
の
採
用
選
考

に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
な
い
等
）

を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

二

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
不
受
理

【
平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
施
行
】

①

　不
受
理
と
な
る
場
合
と
は

　
労
働
関
係
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、

是
正
勧
告
を
受
け
た
場
合
等
に
、
新

卒
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た

求
人
が
不
受
理
と
な
り
ま
す
。

ア
　
労
働
基
準
法
・
最
低
賃
金
法
に

違
反
し
て
い
る
と
き
は
、
次
の
場

合
に
不
受
理
と
さ
れ
ま
す
。

　
・
一
年
間
に
二
回
以
上
同
一
条
項

（
後
記
③
参
照
）
の
違
反
に
つ
い

て
是
正
勧
告
を
受
け
て
い
る
。

　
・
違
法
な
長
時
間
労
働
を
繰
り
返

し
て
い
る
企
業
と
し
て
公
表
さ

れ
た
。

　
・
対
象
条
項
違
反
に
よ
り
送
検
さ

れ
、
公
表
さ
れ
た
。

イ
　
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
・
育
児

介
護
休
業
法
に
違
反
し
て
い
る
と

き
は
、
法
違
反
の
是
正
を
求
め
る

勧
告
に
従
わ
ず
公
表
さ
れ
た
場
合

に
不
受
理
と
さ
れ
ま
す
。

②

　不
受
理
期
間

若
者
の
雇
用
促
進
に
関
す
る
取
組



7─5月号

　
前
記
①
の
内
容
に
応
じ
、
次
の
期

間
が
不
受
理
と
さ
れ
ま
す（
原
則
）。

　
・
法
違
反
が
是
正
さ
れ
る
ま
で
の

期
間
＋
是
正
後
六
か
月
経
過
す

る
ま
で
。

　
・
送
検
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
経
過

す
る
ま
で
の
期
間
（
た
だ
し
、

送
検
か
ら
一
年
経
過
し
て
い
て

も
、
是
正
か
ら
六
か
月
経
過
し

て
い
な
い
場
合
は
、
是
正
か
ら

六
か
月
経
過
す
る
ま
で
不
受
理

期
間
が
延
長
さ
れ
ま
す
）。

③

　違
反
を
し
た
と
き
に
求
人
不
受

理
の
対
象
と
な
る
規
定

ア
　
過
重
労
働
の
制
限
な
ど
に
対
す

る
規
定
（
労
働
基
準
法
・
最
低
賃

金
法
）

　
・
強
制
労
働
の
禁
止

　
・
賃
金
関
係

　
・
労
働
時
間

　
・
休
憩
、
休
日
、
年
次
有
給
休
暇

イ
　
性
別
や
仕
事
と
育
児
の
両
立
な

ど
に
関
す
る
規
定
（
男
女
雇
用
機

会
均
等
法
・
育
児
介
護
休
業
法
・

労
働
基
準
法
）

　
・
妊
娠
、
出
産
等
を
理
由
と
す
る

不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
等

　
・
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁

止
、
セ
ク
ハ
ラ
等

　
・
妊
娠
中
、
出
産
後
の
健
康
管
理

措
置

　
・
男
女
同
一
賃
金
の
原
則

　
・
妊
産
婦
の
坑
内
業
務
の
制
限
等

ウ
　
青
少
年
に
固
有
の
事
情
を
背
景

と
す
る
課
題
に
関
す
る
規
定
（
労

働
基
準
法
）

　
・
労
働
条
件
の
明
示

　
・
年
少
者
に
関
す
る
労
働
基
準

三

　認
定
制
度
の
創
設

【
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
施
行
】

　
若
者
の
採
用
・
育
成
に
積
極
的
で
、

若
者
の
雇
用
管
理
状
況
等
が
優
良
な

中
小
企
業
を
厚
生
労
働
大
臣
が
「
ユ

ー
ス
エ
ー
ル
認
定
企
業
」
と
し
て
認

定
す
る
制
度
で
す
。

　
企
業
が
求
め
る
人
材
の
円
滑
な
採

用
を
支
援
し
、
求
職
中
の
若
者
と
の

マ
ッ
チ
ン
グ
向
上
を
図
る
た
め
に
設

け
ら
れ
ま
し
た
。

　
一
定
の
認
定
基
準
を
全
て
満
た
す

中
小
企
業
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者

が
三
百
人
以
下
の
事
業
主
）
で
あ
れ

ば
、
認
定
企
業
と
な
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

①

　認
定
基
準

　
こ
こ
で
は
、
認
定
基
準
の
一
部
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

ア
　
若
者
の
採
用
や
人
材
育
成
に
積

極
的
に
取
り
組
む
企
業
で
あ
る
こ

と
イ
　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

い
る
こ
と

　
・「
人
材
育
成
方
針
」
と
「
教
育

訓
練
計
画
」
を
策
定
し
て
い
る

　
・
直
近
三
事
業
年
度
の
新
卒
者
な

ど
の
正
社
員
と
し
て
就
職
し
た

人
の
離
職
率
が
二
〇
％
以
下

　
・
前
事
業
年
度
の
正
社
員
の
月
平

均
所
定
外
労
働
時
間
が
二
十
時

間
以
下
ま
た
は
週
労
働
時
間
が

六
十
時
間
以
上
の
正
社
員
の
割

合
が
五
％
以
下

　
・
前
事
業
年
度
の
正
社
員
の
有
給

休
暇
の
年
平
均
取
得
率
が
七
〇

％
以
上
ま
た
は
年
平
均
取
得
日

数
が
十
日
以
上

　
・
直
近
三
事
業
年
度
に
お
い
て
、

男
性
労
働
者
の
育
児
休
業
な
ど

の
取
得
者
が
一
人
以
上
ま
た
は

女
性
労
働
者
の
育
児
休
業
等
の

取
得
率
が
七
五
％
以
上

ウ
　
次
の
雇
用
情
報
項
目
に
つ
い
て

公
表
し
て
い
る
こ
と

　
・
直
近
三
事
業
年
度
の
新
卒
者
な

ど
の
採
用
者
数
・
離
職
者
数
・

男
女
別
採
用
者
数
、
三
十
五
歳

未
満
の
採
用
者
数
・
離
職
者
数

　
・
研
修
内
容
、
先
輩
社
員
が
後
輩

の
相
談
に
の
る
メ
ン
タ
ー
制
度

の
有
無
、
自
己
啓
発
支
援
・
キ

ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
制

度
・
社
内
検
定
な
ど
の
制
度
の

有
無
と
そ
の
内
容
、
平
均
勤
続

年
数
、
役
員
・
管
理
職
の
女
性

割
合

　
・
前
事
業
年
度
の
月
平
均
の
所
定

外
労
働
時
間
、
有
給
休
暇
の
平

均
取
得
日
数
、
育
児
休
業
の
取

得
対
象
者
数
・
取
得
者
数
（
男

女
別
）

エ
　
過
去
三
年
間
に
新
規
学
卒
者
の

採
用
内
定
取
消
し
を
行
っ
て
い
な

い
こ
と

オ
　
過
去
一
年
間
に
事
業
主
都
合
に

よ
る
解
雇
ま
た
は
退
職
勧
奨
を
行

っ
て
い
な
い
こ
と

②

　認
定
を
受
け
る
メ
リ
ッ
ト
の
例

　
・
若
者
か
ら
の
応
募
増
が
期
待
さ

れ
る

　
・
認
定
企
業
限
定
の
就
職
面
接
会

な
ど
へ
の
参
加
が
可
能

　
・
自
社
の
商
品
、
広
告
な
ど
に
認

定
マ
ー
ク
の
使
用
が
可
能

　
・
若
者
の
採
用
・
育
成
を
支
援
す

る
関
係
助
成
金
を
加
算

③

　認
定
手
続

　
認
定
企
業
と
な
る
た
め
の
申
請
・

問
い
合
わ
せ
の
窓
口
は
、
各
都
道
府

県
労
働
局
で
す
。



　不動産の取引を行ううえでは、仲介業者
の活用は欠かせません。その契約には３種
類の形態があります。
１．一般媒介契約
　売主は、同時に複数の不動産会社と契約
することが可能です。これにより、窓口が
広がり買主が見つかりやすくなるほか、自
分で買主を探すことも可能で制限がありま
せん。しかし、不動産会社が売主に販売活
動状況を報告する義務も「不動産指定流通
機構」へ物件情報を登録する義務もありま
せんので、実際にどのような活動をしてい
るのかがわかりにくいというデメリットも
あります。
２．専任媒介契約
　売主は１つの不動産会社のみとしか契約
することができません。しかし、契約した
不動産会社は独占して販売できる権利があ
り、売主に２週間に１度以上、販売活動状

況を報告する義務や、媒介契約後、７営業
日以内に「不動産指定流通機構」へ物件情
報を登録する義務もあります。そのため、
積極的に販売活動を行ってくれる可能性が
高まります。売主は自分で買主を探すこと
は可能ですが、売買契約が決まったら不動
産会社に営業にかかった費用を支払わなけ
ればならないこともあります。
３．専属専任媒介契約
　売主は１つの不動産会社のみとしか契約
することができません。しかし、契約した
不動産会社は独占して販売できる権利があ
り、売主に１週間に１度以上、販売活動状
況を報告する義務や、媒介契約後、５営業
日以内に「不動産指定流通機構」へ物件情
報を登録する義務もあります。そのため、
積極的に販売活動を行ってくれる可能性が
高まります。売主は自分で買主を探すこと
はできず、もし自分で売買契約を結んだ場
合、不動産会社に違約金を支払わなければ
なりません。

　中小企業再生支援協議会は、産業競争力
強化法127条に基づき、中小企業再生支
援業務を行う者として認定を受けた商工会
議所等の認定支援機関を受託機関として、
同機関内に平成15年２月から全国に順次
設置され、現在は全国47都道府県に１ヶ
所ずつ設置されています。
　中小企業再生支援協議会では、事業再生
に関する知識と経験とを有する金融機関出
身者、公認会計士、税理士、弁護士、中小
企業診断士などが統括責任者（プロジェク
トマネージャー）および統括責任者補佐（サ
ブマネージャー）として常駐し、窮境にあ
る中小企業者からの相談を受け付け、解決
に向けた助言や支援施策・支援機関の紹介、
場合によっては弁護士の紹介などを行い
（第一次対応）、事業性など一定の要件を満
たす場合には再生計画の策定支援（第二次
対応）を実施しています。

　
一
方
が
自
己
の
商
号
・
商
標
な
ど

を
使
用
す
る
権
利
、
自
己
の
開
発
し

た
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
権

利
、
営
業
上
の
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
を
提

供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
と
同
一

の
ブ
ラ
ン
ド
で
営
業
を
行
わ
せ
、
他

方
が
、
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払

う
約
束
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
事
業
契

約
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
通
常
、
権
利
や
商
標
、
ノ
ウ
ハ
ウ

な
ど
を
提
供
す
る
側
を
フ
ラ
ン
チ
ャ

イ
ザ
ー（
本
部
）、
受
け
る
側
を
フ
ラ

ン
チ
ャ
イ
ジ
ー（
加
盟
者
・
加
盟
店
）

と
呼
び
ま
す
。

　
外
部
の
資
本
を
利
用
し
て
、
短
期

間
で
多
く
の
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
展
開

を
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た

め
、フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン（
Ｆ

Ｃ
）と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
で
す
。

　
日
本
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン

協
会
に
よ
る
と
、
二
〇
一
四
年
度
の

国
内
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
数

は
一
、三
二
一
を
数
え
て
い
ま
す
。

～不動産の仲介契約の種類～

～中小企業再生支援協議会～
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
と
は
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